
幼稚園と保育所の比較一覧

事 項 幼 稚 園 保 育 所
根 拠 法 令 学校教育法第１条 児童福祉法第７条

目 的 「幼児を保育し，適当な環境を与えて， 「日日保護者の委託を受けて，保育に欠
その心身の発達を助長すること」 けるその乳児又は幼児を保育すること」

（学教法第77条） （児福法第39条）

機 能 ・ 役 割 満３歳から小学校就学の始期に達するま 保護者の就労等により保育に欠ける乳児又
での幼児を対象に教育を行う学校 は幼児等を保育する児童福祉施設
（特区においては２歳児入園が可）

設 置 主 体 ・国、地方公共団体、学校法人が設置 ・設置主体制限なし
・ 管 理 運 営 (特区においては株式会社、ＮＰＯも可) ・運営委託（公設民営）が可能

・運営委託は不可

入 園 ・ 入 所 保護者と幼稚園設置者の契約 保護者と市町村の契約
（保育所の設置主体に関係なく、市町村に
保育の実施義務がある）

教育・保育内容 幼 稚 園 教 育 要 領 保 育 所 保 育 指 針
（平成10年12月 文部省告示） （平成11年10月 児童家庭局長通知）

１日 の教育 ･ ４時間を標準として各園で定める。 ８時間を原則とし，保育所長が定める。
保育時間 (39週以上) (約300日)

保 育 料 設置者が定める。 市町村ごとに家庭の所得等を勘案して設
(家庭の所得に応じてその一部を減免する 定。
就園奨励事業が行われている。)

・幼児数：保育士数の基準
職員配置基準 ・１学級 ３５人以下 ０歳 ３：１

１・２歳 ６：１
３歳 ２０：１
４・５歳 ３０：１

教諭・保育士の ・幼稚園教諭普通免許状 ・指定保育士養成施設卒
資格、取得者数 専修（大学院（修士）修了） ３２，６１０人（H13年度）

１種（大学卒） ・保育士試験合格者
２種（短大卒など） ４，５５０人 (H14年度)
３７，５４９人（H13年度卒業者）

施 設 数 １４，１７４ 園 ２２，２７２ 施設
入園・入所者数 １，７６０，４９４ 人 １，８７９，３４９ 人

（平成１５年５月現在） （平成１４年４月現在）

職 員 数 １０８，８２２ 人 ３１５，７０７ 人
（平成１５年５月現在) （平成１２年１０月現在)

運 営 費 ・運営費は設置者負担が原則。 ・市町村が支弁した費用から利用者負担額
（公費負担等） ・国は私立幼稚園に対し助成を行う都道 を控除したものを国１／２、都道府県１

府県への補助、就園奨励事業を行う市 ／４、市町村１／４で負担
町村への補助を実施。

約8,041億円（平成14年度予算ベース） 約15,060億円（平成14年度予算ベース）
うち 国 約446億円 うち 国 約4,071億円

地 方 約4,048億円 地 方 約4,071億円
保護者 約3,547億円 利用者 約6,918億円




